
平成２４年１０月３０日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

 

生命保険商品の新規取扱開始について 

 

山陰合同銀行（頭取 久保田 一朗）では、平成２４年１１月１日（木）より、下記の生

命保険商品の新規取扱いを開始しますのでお知らせします。 

当行はこれからも、保険商品のラインナップを充実させ、お客様の幅広いニーズにお応

えしてまいります。 

 

記 

 

１．取扱開始商品（商品の特徴は別紙をご参照ください。） 

商品名 引受保険会社 

終身保険「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」 

（低解約返戻金型無配当介護保障終身保険） 

終身保険「ふるはーとＬ」 

（低解約返戻金型無配当終身保険） 

住友生命保険相互会社 

変額個人年金保険「年金果実ＮＥＯ[Ｖ3]」

（５年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険 

（年金原資保証型 2012）） 

明治安田生命保険相互会社 

無配当逓増定期保険 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

長割り定期 

（定期保険[無配当]低解約返戻金特則付加） 
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

 

２．取扱開始日 

  平成２４年１１月１日（木） 

 

以上 
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 別紙  

商品の特徴 

商品名 
終身保険「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」 

終身保険「ふるはーとＬ」 

引受保険会社 住友生命保険相互会社 

○死亡・高度障害保障に加え、介護保障もご準備いただける「ふるはーとＬ＜介護プ

ラン＞」と死亡・高度障害保障のみをご準備いただける「ふるはーとＬ」の２つの

タイプから選択できます。 

○ライフプランにあわせて保険料または保険金額、保険料払込期間、払込方法を設定

いただけます。 

 ・保険料払込期間は５年から４５年の範囲内で設定できます（なお、保険料払込満

了年齢を３０歳から８０歳の各歳で設定していただく必要があります）。 

 ・保険料を指定してお申し込みいただく場合、保険料は月５,０００円から１,００

０円単位で設定できます（保険料払込期間が２０年以上の場合） 

○「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」は死亡・高度障害保障に加え、介護保障もご準備

いただけます。 

 ・死亡または住友生命所定の高度障害状態になられたときに、死亡・高度障害保険

金をお支払いします。 

 ・住友生命所定の要介護状態が継続して１８０日あると診断されたとき、介護保険

金をお支払いしますので、公的介護保険制度の対象外となる若年層の方にも介護

保障をご準備いただけます。 

 ・死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお支払いしたときは、ご

契約は消滅します。 

○保険料払込期間満了後の解約返戻金を活用して、教育資金やセカンドライフにそな

えることができます。 

 ・保険料払込期間満了後、解約返戻金は増え続けますので、教育資金やセカンドラ

イフに向けた資金として活用することもできます。 

○簡単な告知で幅広い世代の方にお申し込みいただけます。 

 ・５項目の簡単な告知でお申し込みいただけます。 

 ・１５歳～７５歳までお申し込みいただけます。 

 

 

※このご案内は商品の概要を説明したものです。ご検討に際しては、「契約概要/注意

喚起情報 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

 

 

 



商品名 変額個人年金保険「年金果実ＮＥＯ[Ｖ3]」 

引受保険会社 明治安田生命保険相互会社 

○「２つの型」から選択することができます。 

※ご契約締結後の型の変更はできません。 

【標準型】 

○運用実績にかかわらず、据置期間を通じて積立金の全額を特別勘定で継続運用し、

据置期間満了後にお受け取りいただくシンプルなしくみです。 

※運用実績にかかわらず、超過給付金はありません。 

○市場環境の変動に応じて、機動的に資産配分を見直すことにより、安定的な投資成

果の獲得を目指す運用スタイルです。 

 ※運用に伴うリスク、成果は契約者に帰属します。途中解約の場合、解約返戻金は基本保険金額を

下回ることがあります。特別勘定から保険契約関係費、資産運用関係費が控除されます。 

○運用が不調でも年金原資は基本保険金額の１００％が最低保証されます。 

 ※年金原資の最低保証のためには、据置期間（１０年）満了までご契約を継続いただくことが必要

です。 

【超過給付金型】 

○積立金が目標値（基本保険金額の１０５％）に達するたびに、基本保険金額 

（１００％）を超える金額を超過給付金として何度でもお受け取りいただけます。 

 ※超過給付金が源泉分離課税の対象となる場合は、税控除後の金額となります。 

 ※年金開始日前３ヵ月以内は、目標値に達しても超過給付金をお支払いしません。 

○市場環境の変動に応じて、機動的に資産配分を見直すことにより、安定的な投資成

果の獲得を目指す運用スタイルです。 

 ※運用に伴うリスク、成果は契約者に帰属します。途中解約の場合、解約返戻金は基本保険金額を

下回ることがあります。特別勘定から保険契約関係費、資産運用関係費が控除されます。 

○運用が不調でも年金原資は基本保険金額の１００％が最低保証されます。 

 超過給付金を受け取っていても最低保証（基本保険金額の１００％）は減少しませ

ん。 

 ※年金原資の最低保証のためには、据置期間（１０年）満了までご契約を継続いただくことが必要

です。 

 

 

※このご案内は商品の概要を説明したものです。ご検討に際しては、「契約締結前交付

書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」「特別勘定のしおり」を必ず

ご覧ください。 

 

 

 

 



商品名 無配当逓増定期保険 

引受保険会社 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

○年齢や事業の発展とともに増加する経営者の責任に合わせ保障額が増加します。 

 一定期間（前期期間）経過後、死亡・高度障害保障金が毎年５０％複利でご契約時の

５倍まで増加します。 

○保険料のアップはありません。 

 保険期間中に、保険料の上昇はありません。 

○資産性があり、経過年月数に応じた「解約返戻金」があります。 

 保険期間の途中で解約した場合、所定の「解約返戻金」があります。 

 逓増定期保険は資産性があり、将来の経営資金やご勇退時の生存退職金などにご活用

いただくことも可能です。 

  ※保険期間満了時には解約返戻金はなくなります。 

 ※解約返戻金は払込保険料累計を下回ります。 

 ※解約された場合、以降の保障はなくなります。 

○「契約者貸付制度」のご利用が可能です。 

 一定条件のもと「解約返戻金」の７割の範囲内で資金が活用できます。 

 保障を継続しながら、緊急の資金の需要にも対応が可能です。 

 ※契約者貸付制度はＮＫＳＪひまわり生命の所定の利息がかかります。 

 

 

※このご案内は商品の概要を説明したものです。ご検討に際しては、必ずパンフレ 

ト・設計書などをご覧ください。また、ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」

「ご契約に際しての重要事項」（「ご契約概要」「注意喚起情報」）を必ずご覧くださ

い。お仕事の内容・健康状態・保険の加入状況などによっては、ご契約をお引き 

受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商品名 長割り定期 

引受保険会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 

○経営者の責任を長期にわたり守る保険をより割安な保険料でご準備いただけます。ま

た、退職金に役立てることもできます。 

○９９歳までの保障を行う定期保険です。「低解約返戻金期間中」の解約返戻金を「定

期保険」の解約返戻金の７０％とすることで、保険料が割安になっています。 

○低解約返戻金期間は、５５歳から７０歳までの５年刻み、または全期間からお選びい

ただけます。 

 ※低解約返戻金期間は引受保険会社の定める期間以上からお選びいただけます。 

○所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対す

る貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができま

す。 

○所定の条件を満たしている場合、保険料のお支払いが困難になられた場合でも、変更

時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払込済の払済保険に変更

いただけます。したがいまして、変更後は保険料をご負担いただくことなく、保障を

継続いただけます。 

○所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、変換制度を利用して、終身

保険等への変換が可能です。 

 

 

※このご案内は商品の概要を説明したものです。ご検討に際しては、必ずパンフレ 

ト・設計書などをご覧ください。また、ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」

「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。お仕事の内容・健康状態・保

険の加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限

させていただく場合があります。 

 

 

 


